
１．地方自治法で用意されている改正手続

２．想定されるオプションとその実現性

３．現在のたたき台　（オプション1-1，３）　・・・　市議会自治基本問題調査特別委員会との意見交換会でのたたき台

４．議論のポイント

論点１：先に整理した、自治基本条例の考え方をふまえ、下記の観点から新たなオプションを導入する
　　　　 必要性があるか。また、各オプションの内容をどうするか。
　
　　　　①最高規範性との関わり
　　　　②主権者（市民）の意思確認の関わり
　　　　③コスト面での実現性
　　　　④現行法規との関連性からの実現性
　　　　⑤運用面での実現性

論点２：新たなオプションを導入する場合、市長・市民・議員（議会）の「発議権」及び「議決権」の変動
及び相互のバランスをどのように捉えるか

自治基本条例の改正手続に係る「オプション」の検討
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市長が提案する際には、この条例の趣旨をふまえて必要な措
置を講じる
想定される措置・・・　1-1　市民投票、1-2　審議会、1-3　その他市民
会議など（市長の私的諮問機関）
⇒いずれも結果に拘束力はなし　（拘束型は違法の恐れ）

新たな直接請求制度の創設
　意見のみの表明で請求可能とする
　（条例案は市長が作成）

○／○の特別多数議決
　（特別多数議決は、法令で
　　定めたものに限定されて
　　いる）
⇒違法の恐れ

議員発議の要件の厳格化
　1/12よりも高い要件とする
⇒違法の恐れ
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条例の施行の要件として
市民投票での賛成を規定
する
⇒条例は改正されるが、
　 施行はされない可能性
　 あり
⇒否決された場合の取り
　 扱いをどうするか
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　　　　 及び相互のバランスをどのように捉えるか。


